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□ 「海外データ 1 日定額」提供条件書 

「海外データ 1 日定額」(以下、「本サービス」といいます。)とは、国際ローミングに対応している端末でご利用いただける、日本国外における

電子メール、ウェブ等のパケット通信を定額で利用できるサービスです。 

 

定額料 ： (15,360Kbyte まで)0 円／日～1,480 円／日 (15,360Kbyte 以上)1,480 円／日～2,880 円／日 

・ 定額料はご利用のデータ量に応じて変動し、本サービスの定額対象事業者※1 を通じて行ったパケット通信について、当社ホームペ

ージに掲載する通信料に基づき計算した金額をもとに、以下のとおり定額料の算定を行います。 

- １日当たり 2,960 Kbyte までのもの : 定額料 計算した金額と同額(10 Kbyte までごとに５円) 

- １日当たり 2,960 Kbyte を超え 15,360 Kbyte までのもの : 定額料 1,480 円 

- １日当たり 15,360 Kbyte を超え 18,160 Kbyte までのもの 

15,360 Kbyte までの部分 : 定額料 1,480 円 

15,360 Kbyte を超える部分 : 定額料 計算した金額と同額(10 Kbyte までごとに５円) 

- １日当たり 18,160 Kbyte を超えるもの : 定額料 2,880 円 

※1 定額対象事業者の詳細はこちらでご確認ください。 

URL：http://www.ymobile.jp/service/global_roaming/area/data1day.html 

 

● 本サービスは、以下の条件に該当するお客さまを対象とします。 

• 国際ローミングにご加入いただいていること。 

• インターネット接続機能、無線ＩＰアクセスサービスにご加入いただいていること。 

● 本サービスのお申し込みは不要です。 

● 海外でのご利用の SMS、国際 SMS は本サービスの定額料の対象外です。 

● 本サービスの定額料は、渡航先の現地時間ではなく、日本時間の 1 日を基準に 1 日単位で計算します。 

● 本サービスをご利用の際は、パケット定額の対象事業者の設定が必要です。対象の事業者をご確認のうえ、必ず「手動」で定額対象

事業者の設定を行ってください。（「自動」の場合、定額対象事業者に接続されず、高額となることがあります。） 

● 海外への渡航前に対象エリアと事業者を必ずご確認ください。 

● 本サービスの定額料は、当社契約約款上、通信料として取り扱います。 

● 本サービスの定額料は、課税対象外です。 

● 1 日あたりのデータ通信量が 25MB を超えた場合、通信速度の制御を行います。なお、P2P（Peer to Peer）通信方式を用いたフ

ァイル交換や一部のオンラインゲームはご利用いただけません。 

● 本サービスは、nojima mobile YM 契約約款（データ通信サービス編）（データ通信サービスＡに限ります。）、nojima mobile 

YM 契約約款（4G 編）、nojima mobile YM 契約約款（LTE 編）（電話）又は nojima mobile YM 契約約款（LTE 

編）（データ）に係る契約に提供します。 

 

 

【提供条件書記載事項の変更について】 

・ 当社は、本提供条件書の記載事項を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の提供条件書の記載

事項によります。 

http://www.ymobile.jp/service/global_roaming/area/data1day.html
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・ 本提供条件書の記載事項を変更する場合、当社ホームページに掲載する方法、SMS（契約者回線又は当社電気通信設備から送

信された数字、記号及びその他文字等によるメッセージをいいます）を配信する方法、又は当社が適当と判断する方法にて事前に通知

します。 

・ 最新の提供条件書は、当社ホームページ（http://www.nojima.co.jp/ymobile/index.html）に掲載いたしますので、ご確

認ください。なお、提供条件書記載事項以外の部分については、nojima mobile YM 契約約款（データ通信サービス編）（デー

タ通信サービスＡに限ります。）、nojima mobile YM 契約約款（4G 編）、nojima mobile YM 契約約款（LTE 編）

（電話）又は nojima mobile YM 契約約款（LTE 編）（データ）の規定を適用します。また、詳細につきましては当社ホー

ムページでも確認できます。 

 

更新履歴 

2017 年 1月 24日作成 


